
人と地域がつながり誰もが共生できるまちづくり 

 

基本目標１  地域で安心して暮らせる仕組みづくり 

基本目標２  就労と社会参加を通じての生きがいづくり 

基本目標３  誰もが生き生きと活躍し共生できるまちづくり   

概要版    

 

 

◆ 障害者手帳所持者数の推移            （単位：人） 
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第２次武雄市障がい者計画 

第７期武雄市障がい福祉計画・第３期武雄市障がい児福祉計画 

１．計画の性格・位置づけ 

「障がい者計画」は、障害者基本法に基づき、市の障がい福祉施策の総合的、計画的な推進を図るために策定す

るものです。また、「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障がい

福祉サービス等の見込量等を示すために策定するものです。 

国の「障害者基本計画」や「佐賀県障害者プラン」、本計画の上位計画である「武雄市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」や「武雄市地域福祉計画」との整合を図っています。 

２．計画期間 

第２次武雄市障がい者計画    令和 6～11年度（2024～2029年度）の 6年間 

第７期武雄市障がい福祉計画・第 3期武雄市障がい児福祉計画  令和 6～8年度（2024～2026年度）の 3年間 

３．重点事項 

（１） 障がい者の視点での支援  （２） 地域共生社会の実現  （３） 障がい者の安全・安心な生活や権利の保障 

４．基本理念 

  障がいの有無にかかわらず、すべての住民が相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現と、障がい者の

自立と社会参加の支援等のための施策を推進します。 

５．基本目標 

  「３つの重点事項」及び「基本理念」を踏まえ、誰もが分け隔てられることなく、地域で安心して快適な生活を送るた

めの施策の推進を図るため、次の３つの基本目標を掲げます。 

●武雄市総人口に占める 

障害者手帳所持者数の割合 

平成 30 年度末 

・総人口：48,926 人（7.6％） 

令和４年度末 

・総人口：47,502 人（8.1％） 

 



 


